
 

活動の前に健康状態をご確認ください 

 

・利用会員は、子どもが健康な状態で提供会員に託しましょう。 

・提供会員は、ご自身が健康な状態で活動を始めましょう。 

体調の変化がある場合は活動を断りましょう。 

 

※団体加入している補償保険は傷害補償です。 

新型コロナウイルス感染症等の疾病は補償の対象になりません。 

 

※お預かりする子どもに、発熱や咳等の呼吸症状・倦怠感等の体調不良がある場合は、 

「病児預かり」になります。病気からの回復期で服薬中は、「病後児預かり」に該当す 

るので通常の預かりはできません。 

 

※通常の預かりでも、活動前に子どもの健康状態を会員双方で確認してください。 

体調の変化（食欲、機嫌等がふだんと違う）がある場合は活動中止としてください。 

 

 

・安全・安心な活動のために、換気や手洗い・マスクの着用等、 

会員間で相談し合意を得るようにしましょう。 

・換気のために窓を開ける際は、子どもの転落等の危険はないか 

安全を確認し、子どもから目を離さないようにしましょう。 


